
26 令和 6 年 4 月

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
の
ご
案
内

給
付
対
象
者

住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯

基
準
日
（
令
和
５
年
12
月
１
日
）
に
お

い
て
、
大
口
町
に
住
民
登
録
さ
れ
て
お

り
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
全
員
が
、

令
和
５
年
度
分
の
住
民
税
が
均
等
割
の

み
課
税
者
ま
た
は
、
均
等
割
の
み
課
税

者
及
び
非
課
税
者
（
住
民
税
未
申
告
者

は
除
く
）
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

※�

令
和
５
年
度
住
民
税
均
等
割
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
者
の
扶
養
親
族
の
み
で
構
成

さ
れ
る
世
帯
は
、
給
付
対
象
と
は
な
り

ま
せ
ん
。

※�

租
税
条
約
に
よ
る
住
民
税
の
免
除
を
受

け
た
方
を
含
む
世
帯
は
、
給
付
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
。　

※�

す
で
に
他
市
区
町
村
で
低
所
得
世
帯
向

け
給
付
金
（
10
万
円
を
目
安
と
す
る
給

付
金
）
の
給
付
を
受
け
た
者
を
含
む
世

帯
は
、
給
付
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

給
付
金
額

１
世
帯
あ
た
り
10
万
円　

１
世
帯
１
回

限
り

※�

給
付
対
象
者
と
基
準
日
に
お
い
て
、
同

一
世
帯
と
な
っ
て
い
る
18
歳
以
下
（
平

成
17
年
４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
）
の
児

童
が
い
る
場
合
、
児
童
１
人
あ
た
り

５
万
円
の
加
算
給
付
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

返
送
書
類

支
給
対
象
者
あ
て
に
、
郵
送
に
て
『
確

認
書
』
を
発
送
し
て
い
ま
す
。
お
手
元

に
届
き
ま
し
た
『
確
認
書
』
に
記
入
・

確
認
書
類
貼
付
の
う
え
、
長
寿
ふ
く
し

課
ま
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

給
付
対
象
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『
確
認
書
』
が
届
か
な
い
場
合
は
、
長
寿

ふ
く
し
課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

返
送
期
限

　

５
月
31
日
（
金
）
当
日
消
印
有
効

ご
近
所
に
コ
ピ
ー
機
が
な
い
場
合

返
送
す
る
際
に
必
要
な
確
認
書
類
の
写

し
（
コ
ピ
ー
）
は
、
役
場
（
戸
籍
保
険

課
前
）
お
よ
び
ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
（
こ

ど
も
課
横
）
に
コ
ピ
ー
機
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い（
有
料
）。
な
お
、

長
寿
ふ
く
し
課
窓
口
で
は
、
コ
ピ
ー
を

お
こ
な
い
ま
せ
ん
。

※�

価
格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
を
装
う「
振

り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
搾
取
」

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

手
続
き
は
お
早
め
に

非
課
税
世
帯
向
け
給
付
金
（
電
力
・
ガ

ス
・
食
料
品
等
価
格
高
騰
重
点
支
援
給

付
金
）
の
返
送
期
限
は
、４
月
30
日
（
火
）

（
当
日
消
印
有
効
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ
先

ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
１
階

長
寿
ふ
く
し
課　

☎
94
ー

０
０
５
１

お
願
い
し
ま
す
！ 

農
地
の
適
正
管
理

　

農
業
委
員
会
で
は
「
近
隣
の
農
地
が
荒

れ
て
い
て
困
る
」
な
ど
、
毎
年
多
く
の
相

談
や
苦
情
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

農
地
が
荒
れ
た
ま
ま
の
状
態
に
な
る
と
、

病
害
虫
や
鳥
獣
被
害
の
発
生
原
因
と
な
り
、

周
辺
耕
作
農
地
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
だ
け

で
な
く
、
ゴ
ミ
を
不
法
投
棄
さ
れ
る
、
枯

草
火
災
が
発
生
す
る
な
ど
の
心
配
も
あ
り

ま
す
。

　

農
地
等
の
管
理
責
任
は
所
有
さ
れ
る
方

に
あ
り
ま
す
の
で
、
適
正
管
理
の
た
め
に

草
刈
り
は
、
最
低
年
３
回
（
春
・
夏
・
秋
）

お
こ
な
う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
町
内
の
２
団
体
と

「
大
口
町
農
地
等
の
適
正
な
管
理
の
推
進
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結
し
、
農
地
等
を
所

有
さ
れ
る
方
か
ら
農
地
等
の
維
持
管
理
に

関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
、
協
定
を

締
結
し
た
２
団
体
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

作
業
の
依
頼
は
、
直
接
農
地
等
を
所
有
さ

れ
る
方
か
ら
い
ず
れ
か
の
団
体
に
し
て
く

草が生い茂ってしまうと、耕作できる状態に再
生することも難しくなってしまいます。

だ
さ
い
。

作
業
依
頼
先

▽�

一
般
社
団
法
人
ア
ク
テ
ィ
バ
ル

　

☎
84
ー

２
２
０
０

▽�

公
益
社
団
法
人
大
口
町
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
・
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー

　

☎
95
ー

８
１
０
１

問�

合
せ
先　

農
業
委
員
会
事
務
局
（
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
）　

☎
95
ー

１
６
１
４


